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1. 千代田区資料「参考資料１ CO2 削減手法の解説」 
 
1.1. 建物単体の CO2 削減の考え方 
1.1.1. 建物のエネルギー消費量の内訳 
オフィスビルにおけるエネルギー消費量の内訳を見ると、半分は空調によるエネルギーが占めて

いることが確認できる。エネルギー消費構造を確認することで、どこを省エネにすれば一番効果が

高くなるかを事前に確認することが重要である。 

 
図 1-1 事務所建物のエネルギー消費量の内訳 

 
1.1.2. 高効率機器や各種省エネ制御採用による省エネ 
高効率機器や各種省エネ制御採用による省エネ手法としては、主に以下に示すものがあげられる。 
 
・ 照明 

高効率照明（LED 照明など） 
照明制御（明るさセンサによる調光制御、人感センサ制御、スケジュール制御） 

・ 換気 
高効率ファン（DC モーター） 
居室等の換気量制御（CO2 制御、在室人数制御、スケジュール制御） 
機械室等の換気量制御（CO 又は CO2 制御、温度制御、スケジュール制御） 

・ 給湯 
高効率給湯機（潜熱回収型ガス給湯機[エコジョーズ]、 
自然冷媒ヒートポンプ給湯機[エコキュート]、 
コージェネレーションシステム） 

・ 昇降機 
可変電圧可変周波数制御方式、電力回生 

・ 空調 
高効率熱源（高効率空調機）、 
変流量制御(VWV)、変風量制御(VAV) 
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1.1.3. 空調負荷の種類と削減方法 

 
 

空調負荷の種類によって以下のような削減手法があります。 
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1.2. 建物単体の CO2 削減手法 
1.2.1. 省 CO2 建築手法 ガラス 

 
 

 
1.2.2. 外皮負荷削減手法 日射遮蔽対策 
※現状は下記建物の掲載許可は取っておりませんので内部資料でお願いします。 
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1.2.3. 高効率空調熱源 
空調熱源の高効率型は、メーカーのラインナップで「高効率型」としているものが多い。その他、COP

（成績係数）の数値で判断する。COP は定格時の効率であり、以下で計算される。また、より使用状態

に近い省エネルギー性の評価方法として、APF（通年エネルギー消費効率）が表示されている場合もある

ので、高効率機器の判断基準となる。 
 
・冷房 COP ＝ 定格時冷房能力[kW]／定格時冷房消費電力[kW] 
・暖房 COP ＝ 定格時暖房能力[kW]／定格時暖房消費電力[kW] 
 

 
 

1.2.4. 変流量制御(VWV) 
室内温度等の状態に応じて、空調機や冷却塔への供給水量を調整する制御方式。 
配管のバルブ制御やポンプのインバータ制御で、流量を制御し、ポンプの消費電力を削減する。 
Variable Water Volume の略（対義語：CWV：Constant Water Volume）定流量量方式） 
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1.2.5. 変風量制御(VAV) 
室内温度等の状態に応じて、吹出し口の風量を調整する制御方式。 
Variable Air Volume の略（対義語 CAV : Constant Air Volume 定風量方式）。VAV ユニット（ダンパ制

御）やファンのインバータ制御で風量を制御し、ファンの消費電力を削減する。 

 
 
1.2.6. 外気導入量制御 

 
 
1.2.7. ナイトパージ運転 
ナイトパージ運転は、外気冷房による省エネ手法の一つです。 
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1.2.8. 自然換気 

 
 
1.2.9. 全熱交換器 
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1.2.10. 換気量制御（ファンのインバータ制御） 

 
 

1.2.11. LED 照明 
高効率照明器具として、LED 照明があります。 

 
 
1.2.12. 照明制御（人感センサ制御、明るさセンサ制御、昼光利用制御） 
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1.2.13. 高効率給湯機 
高効率給湯機として、主として住宅では、潜熱回収型ガス給湯機（エコジョーズ）や、自然冷媒ヒート

ポンプ給湯機（エコキュート）がある。 

 
 

 
1.2.14. 昇降機 
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1.2.15. 省エネモデル建物 
代表的な CO2 削減手法を導入した省エネ建物モデルの例を下図に示します。以下 CO2 削減手法の導

入によって、CO2 排出量 35%削減の計算結果となります。 
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1.3. 未利用エネルギー・再生可能エネルギー 
1.3.1. 概要 
更なる CO2 削減のためには、地域内に存在する未利用エネルギーを利用したり、地域冷暖房などエネ

ルギーを面的に利用したりすることも重要です。事前協議では、以下の項目を実施し、地域内の未利用エ

ネルギー等の活用を検討していただきます。 
 
【千代田区】 

 エネルギーマップ、地区別エネルギーカルテの提示 
 
【事業者】 

 未利用エネルギー利用の検討 
 エネルギー面的利用の検討 

 DHC、特定電気事業等の導入検討 
 クラウド BEMS の導入検討 

 地域エネルギー協定の検討 
 
1.3.2. 建築物の創エネ・未利用・再生可能エネルギー活用の用語解説 
 
未利用エネルギー・再生可能エネルギーの定義 
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1.3.3. 創エネ手法：コージェネレーション 

 
 
 

1.3.4. 創エネ手法：太陽光発電 
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1.3.5. 未利用エネルギー活用：下水熱利用 

 
【下水熱の利用方法】 
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1.3.6. 未利用エネルギー活用：河川水熱利用 

 
【河川水の利用方法】 
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1.3.7. 地下鉄排熱利用 

 
 
1.3.8. 地下鉄湧水利用 
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1.3.9. 地中熱利用 

 
参考資料）ヒートポンプの仕組み 
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1.3.10. バイオマス利用 

 
 
【バイオマス利用方法】 

 
  



17 
 

 
1.4. エネルギーマップ、地区別エネルギーカルテの利用 
区では、事業者の方々が計画地でどのような未利用エネルギー利用やエネルギー面的利用が可能か、一

目で把握できるように、地区別エネルギーカルテとエネルギーマップを用意しています。エネルギーマ

ップを下図に示します。 
 

 
 

千代田区エネルギーマップ 

 
エネルギーマップに基づき、地域別のエネルギー特性を明らかにし、その結果を地域別エネルギーカル

テとしてまとめました。地区別エネルギーカルテの例を下図に示します。建物を建築するエリアのエネ

ルギー特性を把握して、ポテンシャルの大きい未利用エネルギー等の利用の検討をお願いします。 
 
  

地中熱 

地下鉄排

ビル排熱 

太陽光発
太陽熱 

コジェネ 

エネルギー消費量 温熱需要 

非常用発電機 DHC エリア 

エネルギー需要 

エネルギー賦存量 

下水熱 
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地区別のエネルギーカルテの例（和泉橋４地区） 

 
 

エネルギーカルテ中の用語の説明 

・グロス容積率：地区内の建物の延床面積の合計を、地区面積で割ったもの 

・建物棟数密度：地区面積 1ha (10,000 ㎡)辺りの建物の棟数 

・建物特性および未利用・再生可能エネルギー特性のポテンシャル：ポテンシャルの数値(0～10)は、

千代田区内の 36 地区の平均値を５とした数値 
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参考：地域・地区の区分け 
 

 
 

         都市計画マスタープランでの地域         地区の区分け     

          

 
地域・地区と町丁目の関係 

 
 
  

地域 地区
和泉橋1 神田和泉町 神田佐久間町二丁目 神田佐久間町三丁目 神田佐久間町四丁目 神田佐久間町河岸 東神田三丁目 神田平河町
和泉橋2 神田練塀町 神田松永町 神田相生町 神田花岡町 神田佐久間町一丁目

和泉橋3 神田岩本町 神田須田町二丁目 神田松下町(一部) 神田富山町(一部) 鍛冶町二丁目(一部)
和泉橋4 神田東松下町(一部) 神田富山町(一部) 鍛冶町一丁目 鍛冶町二丁目(一部) 神田東紺屋町 神田北乗物町 神田紺屋町 神田西福田町 神田美倉町
和泉橋5 岩本町一丁目 岩本町二丁目 岩本町三丁目 東神田一丁目 東神田二丁目
万世橋1 外神田五丁目 外神田六丁目
万世橋2 外神田二丁目
万世橋3 外神田一丁目 外神田三丁目 外神田四丁目
万世橋4 神田淡路町一丁目 神田淡路町二丁目 神田須田町一丁目
万世橋5 神田駿河台一丁目(一部) 神田駿河台三丁目 神田駿河台四丁目
富士見1 富士見二丁目(一部) 飯田橋一丁目 飯田橋二丁目 飯田橋三丁目 飯田橋四丁目
富士見2 富士見一丁目 富士見二丁目(一部) 九段北二丁目 九段北三丁目(一部) 九段南二丁目(一部)
富士見3 九段北三丁目(一部) 九段北四丁目
富士見4 九段南二丁目(一部) 九段南三丁目 九段南四丁目
富士見5 九段北一丁目 一ツ橋一丁目
番町1 一番町(一部) 二番町 三番町(一部) 四番町 五番町 六番町
番町2 一番町(一部) 三番町(一部)
番町3 麹町一丁目 麹町二丁目 麹町三丁目 麹町四丁目 麹町五丁目 麹町六丁目(一部)
番町4 紀尾井町 麹町六丁目(一部)
番町5 平河町一丁目 平河町二丁目 隼町
大丸有1 大手町一丁目 大手町二丁目
大丸有2 丸の内一丁目 丸の内二丁目
大丸有3 丸の内三丁目 有楽町一丁目 有楽町二丁目
大丸有4 内幸町一丁目 内幸町二丁目
大丸有5 永田町一丁目 永田町二丁目 霞が関一丁目 霞が関二丁目 霞が関三丁目
大丸有6 皇居外苑 日比谷公園
神保町1 神田駿河台一丁目(一部) 神田駿河台二丁目
神保町2 神田猿楽町一丁目 神田猿楽町二丁目
神保町3 神田三崎町一丁目 神田三崎町二丁目 神田三崎町三丁目
神保町4 西神田一丁目 西神田二丁目 西神田三丁目 神田神保町一丁目(一部) 神田神保町二丁目(一部) 神田神保町三丁目(一部)

神保町5 神田神保町三丁目(一部) 一ツ橋二丁目
神保町6 神田神保町一丁目一部)

神田公園1 神田鍛冶町三丁目 神田多町二丁目 神田司町二丁目 神田美土代町
神田公園2 内神田一丁目 内神田二丁目 内神田三丁目
神田公園3 神田小川町一丁目 神田小川町二丁目 神田小川町三丁目
神田公園4 神田錦町一丁目 神田錦町二丁目 神田錦町三丁目

神保町

神田公園

町丁目

和泉橋

万世橋

富士見

番町

大丸有
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1.5. エネルギー面的利用の検討 
1.5.1. エネルギー面的利用の概要 
エネルギー面的利用とは、電力・熱などのエネルギーを、建物単体で利用するだけでなく、敷地外を含

めて有効に利用する方式をいいます。同じ敷地内でも、複数の建物間でエネルギーを融通する場合も含

むものとします。 
また、建物間でエネルギーをやり取りする方式だけでなく、複数の建物を同一のエネルギー管理者（ア

グリゲーター）が遠隔監視し、設備の制御や省エネアドバイス等によって建築物の省エネを図る方式（エ

リアエネルギーマネジメント（AEMS）やクラウド BEMS など）、地域での省 CO2 の取り組みもエネル

ギー面的利用の一種と言えます。 
 

類型 名称 内容 事例 

熱利用 ①地域熱供給 1 箇所または複数のエネルギーセンター

で製造した熱を、他の建物に供給する方

式。 

コージェネ（CGS）の導入や地域に存在す

る未利用エネルギーを活用することによ

り、さらに省エネ効果を高めることができ

る。 

丸の内 DHC 

大手町 DHC 

後楽一丁目 DHC（下水熱） 

箱崎 DHC（河川水熱） 

他多数 

②建物間熱融通 複数の建物の熱源を配管により連結し、中

間期など設備容量に余裕のある時期に、他

の建物に熱を供給する方式。 

横浜市 3 施設 

名駅南・東 DHC 

電気利用 ③電気供給事業 

（特定電気事業、

特定供給など） 

CGS などで発電した電気を、電力自営線

により他の建物に供給する方式。 

六本木ヒルズ 

北九州東田地区 

④非常時電力供

給 

系統電力が停電になったときに、電力自営

線により非常用電力を供給する方式。 

東京都庁 

エ ネ ル ギ ー

マ ネ ジ メ ン

ト 

⑤エリアエネル

ギーマネジメ

ント 

複数の建物をアグリゲーターが遠隔監視

し、省エネアドバイス等を行うことによ

り、全体での省エネを図る方式。 

NTT ファシリティーズ 

東熱他 

 

 
エネルギー面的利用のメリットとして、以下のような点が挙げられます。 
 
① 経済性 
・ 熱源設備が不要となり、イニシャルコストを削減できる。 
・ 機械室を大幅に縮小できるため、スペースの有効活用（レンタブル面積の拡大）が図れる。 
 

② 省エネ・環境性 
・ 効率性に優れた地域熱供給からの熱利用により、空調に係わるエネルギーを削減することが

でき、CO2 排出量の削減が可能。 
・ 地域の未利用エネルギーの活用により、さらなる省エネが可能。 
 

③ 信頼・安全性 
・ 365 日 24 時間体制で専門家が監視し、災害時は即時対応が可能。 
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エネルギー面的利用のイメージ 

 
1.5.2. 地域冷暖房（DHC）の導入検討 

・ 建築物の計画地が既存の DHC 供給区域内にある場合、または近くに DHC 供給区域がある

場合は、既存 DHC を受け入れることが可能かどうか、検討を行ってください。 
・ 大規模建築物を計画する場合は、自ら DHC 事業者になって周辺建物に熱供給を行うことが

可能かどうか、検討を行ってください。 
・ 将来の周辺開発によって新たな需要が期待できる場合、当面は自己熱源でも将来 DHC 事業

者となる可能性があるかどうか、検討を行ってください。 
 

1.5.3. AEMS,クラウド BEMS の導入検討 
・ エリアエネルギーマネージメント（AEMS）やクラウド BEMS を導入するかどうかの検討

を行ってください。 
 
1.5.4. 地域での省 CO2 の取り組み 

地域での省 CO2 の取り組みの一つとして、地域で省 CO2 に関する削減目標や省 CO2 対策実施方針

などの取り決めをする地域エネルギー協定があります。地域エネルギー協定は、運用段階における継続

的な地域エネルギーの削減を担保するもので、再開発事業者・ビルオーナー・DHC 事業予定者・町内

会等の間で締結することを想定しています。 
 
地域エネルギー協定の対象者は、以下を想定します。 
・ 再開発事業を行う事業者 
・ DHC 事業を予定する事業者 
・ 地域貢献を視野にいれた建築計画を行う事業者 
・ 延床面積 5,000 ㎡以上で開発行為（容積緩和等）を受けない事業者 
・ DHC を受け入れる事業者 
・ 地域でクラウド BEMS を導入する事業者 
 
協定で取り決める内容は、以下のようなものです。 
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・ 対象区域 
・ 地域の CO2 削減目標（35%以上） 
・ 未利用エネルギー、面的エネルギー等の利用計画（必要に応じ） 
・ 地域クラウド BEMS 利用計画（必要に応じ） 
・ その他 

 
地域エネルギー協定の例を以下に示します。 
地域エネルギー協定の正式な締結は、区との事前協議終了後でも構いません。 
 
○○地区 地域エネルギー協定（例） 

・ ○○地区は、以下の方策により、地区内の建築物の CO2排出量を◇%削減する。 

・ ○○地区を地域冷暖房区域とし、地区内に一定以上の規模の建築物を新築・増改築する場

合は、地域冷暖房の熱を受け入れる。 

・ ○○地区を地域冷暖房予定区域とし、地区内に一定以上の規模の建築物を新築・増改築す

る場合は、地域冷暖房事業予定者である△△から熱を受け入れる。 

・ 災害時の BCD 強化策として、地区内の特定電気事業者等から常時・非常時の電源供給を受

ける。 

・ ○○地区の建築物所有者は、エネルギーデータを△△に定期的に提供し、省エネに関する

アドバイスを受ける。 

 
 
 
 
 
 
1.6. 千代田区低炭素建物の助成制度 
区では努力目標である省エネ基準より 35%以上削減達成の物件は、助成制度があります。なお、住宅

の場合は 20%以上削減が対象となります。 
 
詳しくは、「千代田区低炭素建築物助成制度」をご覧ください。 
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2. 千代田区資料「参考資料２ 千代田区地域エネルギーデザイン」 
千代田区内の建物のエネルギーの利活用の将来像、地域別のエネルギーの特徴、CO２排出量削減手法

などを示し、建築計画を行う際の CO2 削減、 BCP・DCP の強化を実現するための情報を提供します。 
 
2.1. エネルギー利活用の将来イメージ 
◆エネルギー面的活用のエリア 

 ハード面の対策 

一定規模以上の開発エリアを中心に温暖化対策促進地域が指定され、エリア内の建物の省エネ化、未

利用・再生可能エネルギー活用、およびエネルギー面的利用によって低炭素で災害に強い街区が形成

される。 
 ソフト面の対策 

クラウド BEMS 等によるエリアエネルギーマネジメントで効率的な省エネ推進を図ります。エリア

内で協働して省 CO2 対策を実施します。災害時には、エリアエネルギーマネジメントによる災害情

報の共有を行います。 
◆建物単体対策のエリア 

建物単体の省エネ対策とエネルギー管理により省エネ化を推進します。災害時には、太陽光などの再生

可能エネルギーによる自立化を行います。 
 
 

 
建物のエネルギー利活用の将来イメージ 

 
・富士見１地区：事務所と集合住宅が混在している地域。下水道幹線、河川に近接している。 
・神保町６地区：大規模再開発と中小規模の事務所と集合住宅が混在している地域 
・大丸有２地区：大規模の事務所建築が大半を占める地域。 
  

平常時     非常時 

太陽光発電 

エネルギー管理 

EMS 
建物単体の 
超省エネ化 

太陽光等の再生可能エネル
ギーによる自立化 

太陽光等の再生可能エネル
ギーの活用による省エネ 

建物単体対策のエリア 

エネルギー面的活用のエリア 

温暖化対策促進地域 

エネルギーセンター 
（電気・熱）の整備 

建替時に面的 
エネルギー受入 

未利用エネルギー
（下水熱等）の利

 

EMS 
エリアエネルギー 

マネジメント 

プラントの
高効率化 

ソフト面の対策 

ハード面の対策 

自立分散型電源
の整備 

自立分散型電源

による自立化 

電気・熱供給 

災害時の電
気・熱供給 

建物単体の 
超省エネ化 

エリアエネルギー
マネジメントによ
る省エネ推進 

エリアエネルギー
マネジメントによ
る災害情報の共
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表 2-1 地区別のエネルギーカルテ（富士見１地区） 
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表 2-2 地区別のエネルギーカルテ（神保町６地区） 
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表 2-3 地区別のエネルギーカルテ（大丸有２地区） 
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2.2. 地域別のエネルギーの特徴 
 地域別の建物の特徴、エネルギー消費量や再生可能エネルギーのポテンシャル等のエネルギー特性を

把握・整備しました。把握したエネルギー特性に基づき、地域別のエネルギー特性を明らかにした地域

別エネルギーカルテとしてまとめました。環境事前協議では、地域別エネルギーカルテを活用して、適

切な省 CO2 対策を協議します。 
 

 
地域別のエネルギーの特徴 
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3. 千代田区資料「参考資料３ 地区別エネルギーカルテ」 
 
 

表 3-1 千代田区全域のエネルギーカルテ 

千代田区全域 地域別の特徴 
概要 地区面積 9,475,955 [㎡] グロス容積率 312 [%] 建物棟数密度 12 [棟/ha] 

建物棟数 11,754 [棟] 非住宅建築 9,673[棟] 住宅 1,759[棟] 

建物延床面積合計 29,539,900[㎡] 非住宅建築 26,394,864[㎡] 住宅 2,681,594[㎡] 

DHC プラン

ト 

千代田区内に、11 か所の地域冷暖房供給エリアがある。11 か所合計で、業務用建物 119 件（約

700 万㎡）に、約 220 万 GJ/年の熱供給。 

建物特性、
エネルギー
特性 

  
建物概要 和泉橋、神田公園、万世橋地域は、建物棟数密度が高く、中小規模建物が密集している地域で

ある。一方、大丸有地域は建物密度が低く、大規模建物が多く、エネルギー消費量も高い地域であ

る。万世橋地域は、給湯熱負荷が高い。 

未利用・再
生可能エネ
ルギーポテ
ンシャル 

万世橋地区、大丸有地区は、ビル排熱のポテンシャルが高く、特に万世橋地域は、給湯熱負荷

も大きいため、ビル排熱の給湯への利用が有効である。万世橋地区、大丸有地区は、下水熱利用

のポテンシャルも高い。富士見地区は、コージェネ容量が高いため、コージェネを活用した BCP 対

策強化の検討が有効である。太陽光・太陽熱利用は、大丸有地域を除き、ポテンシャルが高いた

め、広く検討する必要がある。 

その他 大丸有地区等、既存 DHC の供給エリアは、需要家の拡大および、プラントに未利用・再生可能エネ

ルギーを導入することによる省 CO2 対策も有効である。 
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4. 千代田区資料「参考資料４ 環境負荷低減について」 
4.1. 敷地と建物の被覆対策 
① 解説 

ヒートアイランド対策として、敷地と建築物の被覆対策が有効な対策として考えられ、 
保水性舗装や屋上緑化などの対策に取り組んでいる場合に段階１、各対策を施す面積の合計が敷地面

積の 20％以上の場合に段階２に適合することとした。  
 
保水性の高い被覆材の基準：千代田区ヒートアイランドﾞ対策助成金交付要綱 別表第 1 参照  
高反射率塗装の基準：（同上）  
【参考】千代田区ヒートアイランド対策助成金交付要綱 別表第１（第 2 条関係） 

  
別表第１（第２条関係） 

高反射率塗装等の基準 

○蓄熱を抑制する塗料：揮発性有機化合物の含有量が少ないもので、第三者機関における日射

反射率測定値が50%以上の製品とする。 

○保水性建材：被覆材全体を水没させて飽和状態としたときの体積含水率が30％以上であり、

かつ東京都建築物環境計画書制度マニュアルに基づく保水性建材の試験方法において、5時間以

上にわたり表面温度を50℃以下の状態で維持することができる製品とする。 

○日射調整フィルム・窓用コーティング材：第三者機関における測定値が、遮蔽係数 0.7未満、

可視光線透過率 65％以上、熱貫流率 5.9W/(㎡･K)未満（窓用コーティング材の場合は 6.0W/(㎡･

K)以下）であり、かつ日射調整性能について、適切な耐候性が確認されている製品とする。 

 

［備 考］ 

【試験方法】 

○蓄熱を抑制する塗料：JIS K5602（塗膜の日射反射率の求め方）に従うものとする。 

ただし、以前 JIS R3106（板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法）又

は JIS A5759（建築窓ガラス用フィルム）に従い、測定・算出した資料があれば、その結果を使

用することができる。 

○日射調整フィルム・窓用コーティング材：JIS A5759(建築窓ガラス用フィルム)に従うものと

する。また、日射調整性能の適切な耐候性の確認とは、JIS A5759 に規定された耐候性試験に

おいて 200 時間以上の試験を実施し、遮蔽係数の変化が試験前の基準から±0.10 の範囲である

こととする。 
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保水性の高い被覆材の例 

ア 保水性舗装 

舗装体内に保水された水分が蒸発し、水の気化熱により路面温度の上昇を抑制する性能をもつ舗装。基

盤上に開粒度タイプアスファルト混合物を３～10cm の厚さで敷き詰め、その空隙に、吸水・保水性能を

持つ保水材を充填する。保水材には、鉱物質や樹脂等のグラウト材や細粒材を用いる。 

 

 
出典：路面温度上昇抑制舗装研究会 

 

（http://www.hosuigiken.jp/hosui/index.html） 
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保水性建材の試験方法 

 
出典：東京都建築物環境計画制度マニュアル（H-8、図Ⅳ.2.2） 
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高反射率塗装の効果のイメージ 

 
出典：「ヒートアイランド対策技術 実証試験要領作成の方向性」（平成 18 年８月 環境技術実証モデル

事業検討会ヒートアイランド対策技術 WG 資料３）  

 

② 評価チェックシート記載事項と添付資料 

 i 地表面または屋上に保水性の高い被覆材を採用した場合 

評価チェックシートの「⑤敷地と建築物の被覆対策」の「地表面または屋上に保水性の高い被覆材を

採用」をチェックし、以下の例を参考に採用した被覆材の種類を記載、さらに対策を施した面積（m2）

を記入する。 

また、設置する被覆材の状況を確認できる以下の資料を添付する。 

 

【被覆材の例】 

保水性舗装 

保水性建材 

その他、地表面の緑化、壁面緑化等 

 

【添付資料】 

・ 各被覆材の設置状況が分かる平面図、断面図 等 

・ その他、地表面や壁面の緑化状況が分かる平面図、断面図 等 

  

ii 屋上緑化を採用した場合 

評価チェックシートの「⑤敷地と建築物の被覆対策」の「屋上緑化を採用」をチェックし、屋上緑化

を施した面積（m2）を記入する。 

また、屋上緑化の状況を確認できる以下の資料を添付する。 
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【添付資料】 

・ 屋上の緑地部分が分かる平面図、緑化計画図 等 

  

iii 屋上に高反射率塗料を塗布する場合 

評価チェックシートの「⑤敷地と建築物の被覆対策」の「屋上に高反射率塗料を塗布」をチェックし、

高反射率塗料を塗布する面積（m2）を記入する。 

また、高反射率塗料を塗布する状況を確認できる以下の使用を添付する。 

 

【添付資料】 

・ 高反射率塗料の種類、名称、性能等が確認できる資料 

・ 高反射率塗料を塗布する範囲、面積等がわかる平面図 等 

  

iv 全体の対策面積について 

i～iii の各対策の施した面積を合計し、総対策面積として求め、対策率（＝総対策面積/敷地面積×

100）（％）を求め、評価チェックシートの「⑤敷地と建築物の被覆対策」の「相対策面積」と「対策率」

欄に記入する。 

なお、緑化と一体的に計画された水面の面積も緑化面積に含めることができる。 

 

総対策面積（m2）＝ 保水性舗装等面積（m2） ＋ 地表面等緑化面積（m2）  

＋ 屋上緑化面積（m2） ＋ 高反射塗料塗布面積（m2） 

 

対策率（％）＝ 総対策面積（m2）／敷地面積（m2）×100 

 

③ 参考 

地球温暖化対策及びヒートアイランド対策に係る建築物の屋上利用の考え方は、P58 に示したとおりで

ある。ここでは、屋上緑化の検討にあたり参考となる情報を示す。 

 

・ 公益財団法人 東京都公園協会（屋上緑化、壁面緑化などの助成金交付） 

http://www.tokyo-park.or.jp/profile/promotion/index.html 

 
 
 
 
 
  



34 
 

4.2. 水循環 
【解説】 
 建築物が密集する千代田区においては、規模や周辺の状況等から雨水浸透施設の設置が物理的に困難で

ある場合も想定されることから、建築主の自然環境保全の姿勢を評価するために、段階１では雨水浸透

計画の検討の有無を評価対象とした。また、検討の結果、複数の浸透施設を設けている場合（例：地表面

緑化と透水性舗装、雨水浸透ますと雨水浸透トレンチなど）に、段階２へ適合することとした。 
なお、浸透施設が 1 種類の場合でも段階 1 に相当する評価（☆）とした。  

 
【評価チェックシート記載事項と添付資料】 
i 雨水浸透施設の設置を検討したが、設置に至らなかった場合  
評価チェックシートの「⑥水循環」の「雨水を浸透させる計画を検討」をチェックする。また、検討経緯

が確認できる資料を添付する。 
 

【添付資料】 
・検討経緯が確認できる資料 
例：施工業者等から取り寄せた見積り、検討資料、打合せ記録等） 
なお、検討資料については、以下の検討内容が確認できることとする。 
・  計画区域周辺の地下水位の状況 
・  計画区域周辺の地盤の雨水浸透能力 
・  防災上に支障がある場合、その理由（崖地など） 
・  設置スペースがない場合、その理由 
 

 

雨水浸透施設の検討書の例 

 

１．設置を検討した建築物の概要 

 

(1) 建築物の名称及び所在地 

 日本太郎ビル 千代田区麹町 4-2 

(2) 敷地面積 

 448m2 

(3) 延べ面積 

 2,320m2 

(4) 建物用途 

 事務所 

(5) 用途地域 

 商業地域 

(6) 建築物の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設物の位置図 

道路 

●m 

●m 
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２．設置を検討した雨水浸透施設の概要 

 

(1) 雨水浸透施設の種類 

雨水浸透ます 

雨水浸透トレンチ 

透水性舗装 

地表面の緑化 

玉石敷き 

 

(2) 検討した施設の構造等 

(3) 配置検討図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
道路 

公共下水道（雨水管） 

３．検討結果 

 

(1) 導入の可否        導入する：導入を見送る 

(2) 導入を見送る場合の理由 

① 十分な浸透量が確保できない。 

② 施工費が高い。 

③ 敷地内に設置場所を確保できない。 

④ 傾斜地等により防災上支障がある。 

⑤ その他（                       ） 
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ii 雨水浸透施設を設置する場合 

評価チェックシートの「⑥水循環」の「雨水を浸透させる施設を設置」をチェックし、以下の例を参

考に具体的に設置する設備等の種類を記入する。 

 

【雨水浸透施設の例】 

雨水浸透ます 

雨水浸透トレンチ 

透水性舗装 

玉石敷き 

地表面の緑化 

 

ア 雨水浸透ます 

透水ますの周辺を砕石で充填し、集水した雨水をその底部及び側面から地表

の比較的浅い部分に浸透させる。透水ますは、有孔コンクリートやポーラス

コンクリートを用いる場合が多いが、塩ビ製のものもある。 

 

 

 

 

 

 

イ 雨水浸透トレンチ 

掘削した溝に砕石を充填し、さらにこの中に流入水を均一に分散させるため

に透水性の管を布設したものである。近年、砕石と管の機能を同時に合わせ

持つポーラスコンクリート製やプラスチック製の一体製品も使用されてい

る。浸透トレンチは、雨水排水施設として兼用される場合が多いため、管径・

勾配等は、排水機能を損なわないように配慮する必要がある。 

 

 

 

 

出典：「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案）」（平成 22 年４月、国土交通省 都市・地域整備

局 下水道部） 

 

ウ 透水性舗装 

 透水性を有する材料を用い、雨水を表層から路盤に浸透させる構造とした舗装。排水及び浸透施設

と併せて設計する。 

 
出典：「環境に配慮した舗装技術に関するガイドブック」（平成 21年６月（社）日本道路協会）） 

 
【添付資料】 

・ 雨水浸透施設の種類、規模 

・ 雨水浸透施設の設置場所、集水範囲等がわかる平面図 等 
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【参考】 

 雨水浸透施設は、目詰まりの影響や地質条件等により浸透能力が変動する。流域全体としての流出抑

制効果や地下水涵養効果等を概算で簡便に把握する方法、能力残存率を考慮し、雨水浸透施設の整備区

域全体として浸透能力を把握する方法、浸透能力を継続して確保していくための適切な維持管理方法等

について、以下の手引き等を参考に検討を行うことが望ましい。 

 

「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案）」（平成 22年４月、国土交通省 都市・地域整備局 下水

道部） 

「環境に配慮した舗装技術に関するガイドブック」（平成 21年６月、（社）日本道路協会）） 

 
4.3. 緑の量、質の量の確保、生態系への配慮 
【解説】 

 千代田区においては、「千代田区緑化推進要綱」に基づき、敷地面積 250m2 以上の建築物につい

て緑化計画書の提出を義務づけていることから、この緑化推進要綱の緑化面積の基準を満足してい

ることを段階１とし、さらに地上部と建築物上の緑化面積の合計が敷地面積の 15％以上の場合

に、段階２に適合することとした。また、地域の生態系に配慮し、建築物上の緑化に樹木を採用、

緑と一体的に計画された水面の設置や既存樹木の保全など在来種を用いた緑化計画を検討すること

が望ましい。 
  
【評価チェックシート記載事項と添付資料】 

i. 緑化推進要綱の基準を満足しているが、緑化面積が敷地面積の 15％未満の場合  
評価チェックシートの「⑦緑の量、質の確保」の「敷地内の緑化により、千代田区緑化推進要綱

の基準を満足」をチェックする。また、敷地内（地上部、建築物上）の緑化の計画が確認できる

平面図や緑化計画図等を添付する。 
 
【添付資料】 
 
敷地内（地上部、建築物上）の緑化計画や面積が確認できる平面図、緑化計画図等 
 

ii. 総緑化面積と対策率の記入  
評価チェックシートの「⑦緑の量、質の確保」の総緑化面積（m2）及び対策率（＝総緑化面積

/敷地面積×100）（％）を求め、「総緑化面積」と「対策率」欄に記入する。 
 
なお、緑化と一体的に計画された水面の面積も緑化面積に含めることができる。 
 
総緑化面積（m2）＝ 地上部の緑化面積（m2） ＋ 建築物上の緑化面積（m2） 
 
対策率（％）＝ 総緑化面積（m2）／敷地面積（m2）×100 
 
【添付資料】（同上） 
 
【参考】千代田区緑化推進要綱における緑化基準を以下に示す。 
 千代田区緑化推進要綱 別紙１－１ 緑化の基準 より抜粋 
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１．緑化面積の基準 

（１）地上部の緑化 

敷地内の地上部では、次によって算出される面積（人工地盤上及び接道部の緑化面積を含

む）以上を樹木により緑化すること。なお、地上部での緑化が困難な特段の理由がある場合

は、建築物上における樹木による緑化面積（固定式植栽基盤に限る）に振り替えることができ

る。 

 

ア イ以外の施設 

次のＡ及びＢによって算出された面積のうち小さい方の面積以上 

Ａ：（敷地面積－建築面積）×0.2 

Ｂ：［敷地面積－（敷地面積×建ぺい率×0.8）］×0.2 

※5,000㎡以上の敷地（公共施設の敷地の場合は1,000㎡以上）にあっては乗じる数値0.2を

0.25とする。 

 

イ 総合設計制度等を適用する施設 

総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区（再開発地区整備計画

が定められている区域に限る。）、高度利用地区もしくは特定街区内における建築物の敷地は

Ｃによって算出される面積以上 

Ｃ：（敷地面積－建築面積）×0.3 

※5,000㎡以上の敷地（公共施設の敷地の場合は1,000㎡以上）にあっては乗じる数値0.3を

0.35とする。 

 

（２）建築物上の緑化 

建築物上（屋上、壁面、ベランダ等）の緑化面積は、次によって算出される面積以上を樹

木、地被植物、ツル性植物、多年草等により緑化すること。なお、建築物上の緑化が困難な特

段の理由がある場合は、地上部における樹木による緑化に振り替えることができる。 

 

ア イ以外の施設 

次のＤによって算出された面積以上 

Ｄ：屋上の面積×0.2 

※5,000㎡以上の敷地（公共施設の敷地の場合は1,000㎡以上）にあっては乗じる数値0.2を

0.25とする。 

 

イ 総合設計制度等を適用する施設 

総合設計制度など又は再開発等促進区、高度利用地区もしくは特定街区内の建築物次のＥに

よって算出された面積以上 

Ｅ：屋上の面積×0.3 

※5,000㎡以上の敷地（公共施設の敷地の場合は1,000㎡以上）にあっては乗じる数値0.3を

0.35とする。 

 

（３）屋上緑化における特例 

敷地面積が1,000㎡未満（公共施設の敷地を除く）の場合で、屋上に環境負荷の低減に貢献す

ると認められる機器等を設置する場合、必要となる建築物上の緑化面積の取扱いは、第３条

第１項に規定する対象行為をしようとする者と別途協議の上、決定する。 

 

２．接道部緑化の基準 

敷地で、道路に接する部分の長さに、次の「接道部緑化基準（率）」を乗じて得た長さ以上

を樹木により緑化すること。 
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接道部緑化長さ ≧ 接道長さ × 接道部緑化基準（率） 

 

〔 接道部緑化基準（率） 〕 

敷地面積 
 

施設別 
500m2未満 

500m2以上 
1000m2未満 

1000m2以上 
3000m2未満 

3000m2以上 
1万m2未満 

1万m2以上 
3万m2未満 

3万m2以上 

住宅、宿泊施設 4／10 6／10 7／10 8／10 

屋外運動場競技施設 
屋外娯楽施設 
廃棄物等の処理施設 

6／10 7／10 8／10 

工場、店舗、事務所 
駐車場、資材置場 
作業所 

2／10 3／10 5／10 6／10 7／10 

庁舎、学校、医療施設 
福祉施設、集会施設 

5／10 6／10 7／10 8／10 

そ の 他 2／10 3／10 6／10 7／10 

 

備考 １ 住宅とは、共同住宅（廊下、階段及び壁を二戸以上で共有する住宅をいう。）、 

又はその他の住宅をいう。 

２ 区分の適用に当たっては、一階部分における主たる用途によることとする。 

 

なお、地上部からの高さが10ｍ以下において、道路に接する壁面にツル性植物による緑化

（将来的に目の高さ（1.5ｍ）の壁面部分まで緑化されること。）又は、ベランダに樹木によ

る緑化（樹木は道路から見えていること。）を行った場合は、重複部分を除いて、接道部緑

化長さに加えることができる。 
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5. 千代田区資料「参考資料５ 1 次エネルギー消費量計算プログラムについて」 
 
5.1. 1 次エネルギー消費量計算プログラムについて 
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律※1」と「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

※2」において、一次エネルギー消費量および BEI※3を計算（平成 25 年 4 月施行）するツールとして以下

の３つが存在する。 
 

① エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）（非住宅版） [Web プログラム 標準入力法] 
② モデル建物法入力支援ツール [Web プログラム モデル建物法] 
③ BEST 平成 25 年省エネ基準対応ツール [BEST] 

 
※1 呼称：平成 25 年省エネ基準（昭和 54 年制定、平成 25 年 4 月改正） 
※2 呼称：建築物省エネ法（平成 28 年 4 月施行、平成 29 年 4 月適合義務予定） 
※3  BEI ＝ 設計一次エネルギー消費量／省エネ基準における基準一次エネルギー消費量 

（BEI が１以下ならば基準に適合） 
 
5.2. プログラムの特徴 
 
 Web プログラム、BEST とも、同一の計算条件で計算すれば、基本的に同等の計算結果となる。た

だし、計算可能な省エネ手法、計算精度が異なるため、同じ建物の計算でも、設定できる計算条件が

異なるため、計算結果が異なる場合がある。 
 

 Web プログラムは、簡易計算のため、BEST に比べ精度が低い（表 2 参照）。 
 

 Web プログラムの基準値の空調設備は、予め設定された基準設備でのエネルギー消費量、BEST の

基準値の空調設備は、設計建物と同じ空調設備の平均的な性能のもので計算（表 3 参照）。 
 
 Web プログラムで計算可能な省エネ技術項目数は、BEST に比べ少ない（表 4 参照）。 
（※Web プログラムで計算できない省エネ技術を採用した建物は、BEST で計算した方が、エネルギー

消費量が小さくなる。） 
 
 Web プログラムでの省エネ技術の効果は、実態値を元に算出した補正値等で計算、BEST は理想的

に機能した場合の省エネ効果で計算（表 3 参照）。 
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表 2 計算方法の違い 

 
出典）第 6 回 BEST 専門講習会資料より一部抜粋 

 
 

表 3 省エネ効果算出方法の違い 

 
  

モデル建物法 標準入力法

1) 開発目的 省エネ法届出用 省エネ法届出用 性能検証での活用

2) 計算精度 低い 中間 高い

3)

交互作用の計算
（照明設備が変わると、照
明内部発熱が変わり、空調
エネルギー消費量が変わる
など）

なし なし あり

4) 気象データ 全国842地点

5) 基準値

ベースラインビル
(設計建物と同じ方式の空
調熱源方式で基準値を計

算)

6) 対象建物規模
5,000㎡以下

(平成28年4月より5,000
㎡以上も使用可能)

300㎡以上
300㎡以上

（非住宅のみ）

7) 計算建物形状
モデル建物の形状で計算

（建物・設備の仕様は設計
建物のものを入力）

Webプログラム

室用途別基準値
(室用途別に設定された基準の空調熱源方式で基準値を

計算)

代表8地点

設計建物の形状で計算

BEST

モデル建物法 標準入力法

1)
計算可能な省エネ手法の
項目数

23 項目 28 項目 36 項目

2) 省エネ効果の根拠
理想値ベース

（省エネ手法が理想的に機能
した場合の省エネ効果）

3) 庇
時刻別の太陽位置による

日陰を考慮して計算

4) 昼光利用
室形状・太陽位置を

考慮した時刻別の計算

5) 空調設備
トップランナー機器

などを追加

6)
コージェネレーションシ
ステム

計算不可
別ソフトを用いた

事前簡易計算
時刻別の発電、
排熱利用量計算

7)
蓄電池・高効率変圧器・
ピーク電力

検討可能

BEST

一定の庇による日射遮蔽効果
（日射遮蔽係数）で計算

昼光利用による効果係数を設定して計算

実態値ベース
（省エネ効果の実測結果より補正値等を決定）

標準的な設備機器、省エネ手法のみ

検討不可

Webプログラム
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表 4 計算ツール別の計算可能な省エネ技術項目数 ※2019 年 3 月時点 

 
※１日よけ効果係数算出ツールにて日除け効果係数を算出し、入力。 
 
※2：採用の際には別途下記計算プログラムを用いて数値を算出する必要がある。 
 コージェネレーションシステム】CASCADEⅢ（公益社団法人空気調和・衛生工学会）等のシミュ

レーションによるエネルギー計算により値を求めて入力する必要がある。 
  

モデル建物法 標準入力法

Low-eガラス 〇 〇 〇

複層ガラス 〇 〇 〇

庇・ルーバー △※1 △※1 〇

外壁高断熱化 〇 〇 〇

高効率空調機 〇 〇 〇

ポンプのインバータ制御 〇 〇 〇

空調機のインバータ制御 〇 〇 〇

外気カット 〇 〇 〇

外気冷房 〇 〇

空調機高効率ファン 〇

空調機CO2制御 〇

全熱交換器 〇 〇 〇

全熱交換器のバイパス制御 〇 〇 〇

大温度差送水 〇 〇

熱源インバータ制御 〇 〇 〇

蓄熱システム 〇 〇

地中熱利用システム 〇 〇

河川水利用 〇

高効率電動機 〇 〇 〇

インバータ制御 〇 〇 〇

送風量制御 〇 〇 〇

CO、CO2制御 〇 〇 〇

温度制御 〇 〇 〇

在室感知制御 〇 〇 〇

明るさ検知制御 〇 〇 〇

タイムスケジュール制御 〇 〇 〇

初期照度補正 〇 〇 〇

自動ブラインド制御 〇

節湯栓の採用 〇 〇 〇

自動給湯栓の採用 〇 〇 〇

太陽熱利用 〇 〇

コジェネ排熱利用 △※2 〇

昇降機 速度制御方式 〇 〇 〇

太陽光発電 〇 〇 〇

コージェネレーションシステム △※2 〇

蓄電池の採用 〇

23 28 36

Webプログラム

空調

BEST

建物仕様

照明

合計

給湯

効率化
設備

換気

計算可能な省エネ対策



43 
 

5.3. BEI が下がりにくい建物用途について 
商業施設と集合住宅は、BEI が下がりにくい（省エネ対策が難しい）と言われている。その原因につ

いて以下に示すが、BEI が下がりにくい原因は、計算ツールの計算内容や精度が要因ではなく、省エネ

手法が採用しにくい、建物自体の特性によるところが大きい。 
 
5.3.1. 商業施設の特徴と BEI が下がりにくい原因 
商業施設では、以下の要因により、採用できる省エネ手法が限定される。 
 利用者が不特定多数のため、要求が多岐に渡る 
 顧客のクレーム・顧客減少の要因になるものは避ける 
 顧客の安全性を損なう恐れのあるものは避ける 

 
◆省エネ手法が採用出来ない具体例 

 
 
5.3.2. 集合住宅の特徴と BEI が下がりにくい原因 
集合商業施設では、以下の要因により、採用できる省エネ手法が限定される。 
 設計段階では住居者が不特定（居住者の要求を把握しきれない） 
 建物のグレード・付加価値低減の要因になるものは避ける 
 販売価格上昇につながる省エネ手法は避ける 

 

◆省エネ手法が採用出来ない具体例 

 
 
  

省エネ手法 採用できない理由と想定される事態

お客が少ない店が暗くなり、更に売り上げダウン

暗い場所での高齢者の転倒事故の懸念

外気量の制御 法的に外気量削減不可

厨房の外気量制御 法的に不可

人感センサーによる
照明制御

省エネ手法 採用できない理由と想定される事態

共有廊下等が暗いと防犯上好ましくない。

住居内採用の際、照明が消えることによって、快適性が低下する懸念がある。

LED全面採用や
高効率給湯器の採用

住宅の販売価格に影響。　価格上昇により販売低迷が懸念される

人感センサーによる
照明制御
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6. 千代田区資料「参考資料６ モデル建物法による－35%削減モデル：事務所」 
 
6.1. 建物概要 
 
延床面積：5,000m2 
建物用途：事務所 
階数：7 階建て 
 
6.2. 35％削減ビルの入力内容 
 モデル建物法において 35%削減モデルの検討を行った。都心部であることを考慮し、太陽光発電スペ

ースを設けられない場合の 35%削減モデルについても検討を行った。入力内容は下記参照のこと。 
 
 検討ケース 01：太陽光発電なし 検討ケース 02：太陽光発電あり 
窓面積率％ 72% 72% 
外壁熱貫流率 1.03W/(m2K) 1.03W/(m2K)   
サッシの種類 樹脂サッシ 樹脂サッシ 
窓ガラス種類 窓ガラス番号 2LgA06 

(Low-e ガラス) 
窓ガラス番号 2LgG11 
(Low-e ガラス) 

ブラインドの有無 明色ブラインド 無し 
空調概要：制御 空冷 PAC 

冷房熱源効率：1.48(COP=4.0) 
暖房熱源効率：1.48(COP=4.0) 

空冷 PAC 
冷房熱源効率：1.48(COP=4.0) 
暖房熱源効率：1.48(COP=4.0) 

照明概要：制御 床面積当たりの消費電力 8W/m2 
( LED 照明相当) 
在室検知制御、明るさ検知制御 
タイムスケジュール制御 
初期照度補正制御 

床面積当たりの消費電力 8W/m2 
( LED 照明相当) 
タイムスケジュール制御 
初期照度補正制御 

給湯設備：保温 熱源効率 1.11(ヒートポンプ給湯機) 
：保温なし(裸管) 

熱源効率 1.12(ヒートポンプ給湯機) 
：保温仕様 2 または 3 

昇降機設備 交流帰還制御 交流帰還制御 
太陽光発電 なし 15kW 

 
モデル建物法は入力が簡易な分、省エネ効果が少なめに出る傾向であるため、通常の Web プログラ

ムや BEST 等のプログラムで計算する場合に比べ、さらに高スペックな内容を入れないと数値が出ない

恐れがあったが、現在の省エネ技術の内容でも-35%削減のビルを作ることは可能であることが確認でき

た。 
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6.3. 検討ケース 01 の計算結果 
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6.4. 検討ケース 02 の計算結果 
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6.5. 10,000m2 大規模事務所における-35%削減ビルの可能性について 
 省エネ法改正を受け、当初中小規模対象の計算プログラムであったモデル建物法において、現在では

大規模でも計算が可能となった。今回は中央熱源の場合においての-35%削減モデルの可能性について検

証した。 
 
 
 検討ケース 01 
窓面積率％ 42% 
外壁熱貫流率 0.599W/(m2K) 
サッシの種類 樹脂サッシ 
窓ガラス種類 窓ガラス番号 2LgA06 

(Low-e ガラス) 
ブラインドの有無 明色ブラインド 
庇 1.5m のボックス型庇想定 
空調概要：制御 空冷 HP 

冷房熱源効率：1.48(COP=4.0) 
暖房熱源効率：1.45(COP=3.9) 

照明概要：制御 床面積当たりの消費電力 8W/m2 
( LED 照明相当) 
在室検知制御、明るさ検知制御 
タイムスケジュール制御 
初期照度補正制御 

給湯設備：保温 熱源効率 1.11(ヒートポンプ給湯機) 
：保温仕様 1 

昇降機設備 交流帰還制御 
太陽光発電 120kW 

 
結果として、中央熱源の大規模ビルの場合、省エネ項目が少ないことにより、太陽光発電を入れないと

-35%削減とするのは難しいことが分かった。 
基準を達成するかどうかのレベルで言えば大規模建物をモデル建物法で入力しても問題ないと言える

が、省エネ性能を図る上では中央熱源を採用している場合、Web プログラムや BEST プログラム等の詳

細計算が可能なツールを使うことが好ましいと言える。 
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6.6. 大規模検討ケース 01 の計算結果 
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7. 千代田区資料「参考資料７ モデル建物法における省エネ効果一覧：事務所」 
CO2 削減手法一覧より、それぞれの省エネ制御の効果がモデル建物法においてどのような結果となる

のかケーススタディを行った。 
【計算方法】 
削減率＝１－（設計モデル BEI÷基本モデル BEI） 
消費先別削減率（給湯の例）＝１－（設計モデル BEI/HW÷基本モデル BEI/HW） 

 
基本モデルとは、基本条件となる仕様を入力し、CO2 削減手法を全く採用していない建物。 
【中小規模 5,000m2_事務所】 

 
※外皮の効果は窓面積率によって変わります。上記数値は目安です。 

CO2削減手法一覧

中小規模　事務所建物のケース

省CO2対策 削減率
対象

消費先
消費先

別削減率
優先検討

項目
推奨項目 検討条件

1 省CO2建築手法

1-1 Low-eガラス 1% 空調 1% ○ 削減効果数値：単板ガラス＋アルミサッシに比べて

1-2 ペアガラス 0% 空調 1% ○ 削減効果数値：単板ガラス＋アルミサッシに比べて

1-3 庇・ルーバー 1% 空調 1% 庇なしに比べて

1-4 外壁高断熱化 0% 空調 1% 一般外壁：熱貫流値1.03に比べて

2 省CO2設備手法

2-1 高効率分散熱源
「高効率型」または定格冷房COP3.2程度以
上

3% 空調 5% ○ ○ ビル用マルチパッケージ型空調機を採用している。

2-2 高効率中央熱源 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 中央式空調熱源を採用している。

2-3 高効率空調機 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 中央式空調熱源を採用している。

2-4 変流量制御 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 空調用ポンプがある。

2-5 大温度差送水 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 中央式熱源水搬送空調方式（二次ポンプ方式）を採用している。

2-6 変風量制御 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 中央式空調熱源を採用している。

2-7 外気導入量制御 2% 空調 4% ○ モデル建物法では予熱時外気カットのみ。効果数値は外気カットの効果。

2-8 外気冷房 空調 モデル建物法では入力できない

2-9 自然換気 空調 モデル建物法では入力できない

2-10 全熱交換器 1% 空調 1% ○

2-11 駐車場換気量制御 0% 換気 22% 5,000m2規模で駐車場スペース500m2とした場合の効果試算

2-12 機械室換気量制御 2% 換気 26% ○

2-13 LED照明 17% 照明 46% ◎ ○

2-14 照明制御 2% 照明 5% ○ ○ 在室検知、明るさ制御、タイムスケジュール制御、初期照度補正制御

2-15 高効率給湯器 3% 給湯 77% ○ ○
ガス給湯器の場合高効率でも計算上BEIの削減効果は低い。
出来れば電気ヒートポンプ給湯器の採用が望ましい

2-16 BEMS - - - 省エネ基準計算プログラムでは計算できない

2-17 見える化装置 - - - 省エネ基準計算プログラムでは計算できない

3 創エネ手法

3-1 コージェネ 給湯他 十分な排熱の利用先（給湯、排熱投入型冷温水機など）がある。

3-2 太陽光発電 2% その他 ○ ○ 屋上が隣の建物等で日陰になる時間が短く、屋上にスペースがある。

4 未利用・再生可能エネルギー活用

4-1 下水熱 下水幹線が隣接道路にある。

4-2 河川水熱 河川に隣接している。

4-3 地下鉄排熱 地下鉄駅に隣接している。

4-4 地中熱 敷地に余裕がある。

4-5 バイオマス 食材ゴミなどが大量に発生する。

4-6 太陽熱利用
屋上が隣の建物等で日陰になる時間が短く、屋上にスペースがある。
給湯の使用量が多い。

5 その他：1次エネルギー削減手法

5-1 換気：高効率電動機の採用 0% 換気 1% ある程度の換気風量を必要とする部屋がある場合(機械室、駐車場など)

5-2 換気：送風量制御の採用 0% 換気 5% ある程度の換気風量を必要とする部屋がある場合(機械室、駐車場など)

5-3 給湯／配管保温仕様 1% 給湯 33%

5-4 給湯／節湯器具の採用 1% 給湯 24%

5-5 昇降機／VVVF(回生なし) 2% 昇降機 50% ○

5-6 昇降機／VVVF(回生あり) 2% 昇降機 56% ○
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【大規模 10,000m2 事務所】 

 
※外皮の効果は窓面積率によって変わります。上記数値は目安です。 
 
 
熱源方式が中央熱源の場合には web プログラムの使用を推奨する。 

 
 

CO2削減手法一覧

大規模　事務所建物のケース

省CO2対策 削減率
対象

消費先
消費先

別削減率
優先検討

項目
推奨項目 検討条件

1 省CO2建築手法

1-1 Low-eガラス 3% 空調 4% ○ ○ 削減効果数値：単板ガラス＋アルミサッシに比べて

1-2 ペアガラス 2% 空調 4% ○ 削減効果数値：単板ガラス＋アルミサッシに比べて

1-3 庇・ルーバー 0% 空調 0% ○ 庇なしに比べて

1-4 外壁高断熱化 2% 空調 2% ○ ○ 一般外壁：熱貫流値1.03に比べて

2 省CO2設備手法

2-1 高効率分散熱源 「高効率型」または定格冷房COP3.2程度以上 22% 空調 33% ○ ○ ビル用マルチパッケージ型空調機を採用している。

2-2 高効率中央熱源 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 中央式空調熱源を採用している。

2-3 高効率空調機 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 中央式空調熱源を採用している。

2-4 変流量制御 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 空調用ポンプがある。

2-5 大温度差送水 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 中央式熱源水搬送空調方式（二次ポンプ方式）を採用している。

2-6 変風量制御 ビルマル空調の場合は採用できない 空調 中央式空調熱源を採用している。

2-7 外気導入量制御 2% 空調 2% ○ ○ モデル建物法では予熱時外気カットのみ。効果数値は外気カットの効果。

2-8 外気冷房 空調 モデル建物法では入力できない

2-9 自然換気 空調 モデル建物法では入力できない

2-10 全熱交換器 2% 空調 2% ○ ○

2-11 駐車場換気量制御 3% 換気 26% ○ ○ 10,000m2規模で駐車場スペース1000m2とした場合の効果試算

2-12 機械室換気量制御 0% 換気 1% ○

2-13 LED照明 11% 照明 46% ◎ ○

2-14 照明制御 1% 照明 5% ○ ○ 在室検知、明るさ制御、タイムスケジュール制御、初期照度補正制御

2-15 高効率給湯器 2% 給湯 66% ○ ○
ガス給湯器の場合高効率でも計算上BEIの削減効果は低い。
出来れば電気ヒートポンプ給湯器の採用が望ましい

2-16 BEMS - - - 省エネ基準計算プログラムでは計算できない

2-17 見える化装置 - - - 省エネ基準計算プログラムでは計算できない

3 創エネ手法

3-1 コージェネ 給湯他 十分な排熱の利用先（給湯、排熱投入型冷温水機など）がある。

3-2 太陽光発電 3% その他 ○ ○ 屋上が隣の建物等で日陰になる時間が短く、屋上にスペースがある。

4 未利用・再生可能エネルギー活用

4-1 下水熱 下水幹線が隣接道路にある。

4-2 河川水熱 河川に隣接している。

4-3 地下鉄排熱 地下鉄駅に隣接している。

4-4 地中熱 敷地に余裕がある。

4-5 バイオマス 食材ゴミなどが大量に発生する。

4-6 太陽熱利用
屋上が隣の建物等で日陰になる時間が短く、屋上にスペースがある。
給湯の使用量が多い。

5 その他：1次エネルギー削減手法

5-1 換気：高効率電動機の採用 2% 換気 0% ○ ○ ある程度の換気風量を必要とする部屋がある場合(機械室、駐車場など)

5-2 換気：送風量制御の採用 2% 換気 1% ○ ○ ある程度の換気風量を必要とする部屋がある場合(機械室、駐車場など)

5-3 給湯／配管保温仕様 1% 給湯 33% ○

5-4 給湯／節湯器具の採用 1% 給湯 24% ○

5-5 昇降機／VVVF(回生なし) 2% 昇降機 50% ○ ○

5-6 昇降機／VVVF(回生あり) 2% 昇降機 56% ○


